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2025 年 11 月 27 日 

各 位 

株式会社宮崎太陽銀行 

 

手形・小切手の全面電子化に向けた取り組みについて 

 

株式会社宮崎太陽銀行（頭取 黒木 浩）は、手形・小切手の全面電子化に向けた取り組みを実施

しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

現在、全国銀行協会が策定した「手形・小切手機能の全面電子化に向けた自主行動計画」のもと、

「2026 年度末（2027 年 3月末）までに全国手形交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにす

る」ことを目標に、全国の金融機関が取り組んでおります。 

お客さまにおかれましては、手形・小切手利用から電子的決済手段への移行について、ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 
 

記 
 

取組項目 期限日 備考 

手形・小切手の 

最終振出期限の設定 

最終振出期限 

2026 年 9 月 30 日(水) 

・当座勘定からの支払を目的とした手形・小切手の

最終振出期限を設定します。 

※最終振出期限以降に振り出された手形・小切手

は、当座勘定からは支払いができません。 

※未使用の手形・小切手につきましては、当行で

は買戻しできませんので、ご注意ください。 

他行を支払地とする

手形・小切手の預金 

入金受付期限の設定 

受付期限日 

2026 年 9 月 30 日(水) 

・他行を支払地とする手形・小切手の預金入金を終

了します。2026 年 10 月以降、手形や小切手を受

け取られた場合は、振出人等（譲渡人を含む）に

決済方法の変更（例：でんさい、振込等）をご依

頼ください。 

※入金先の口座は、当座勘定のほか、普通預金、

定期預金等各種預金を含みます。 

 

【手形・小切手に代わる決済方法について】 

当行では、手形・小切手に代わる決済方法として、「宮崎太陽ビジネス WEB」や「宮崎太陽でんさい

ネット」をご案内しております。現在、手形・小切手による決済をご利用されているお客さまにおか

れましては、上記サービスへの早めの移行をご検討いただきますようお願い申し上げます。 

以上 

 本件に関するお問い合わせ先 

事務部 事務企画グループ 五味 

TEL 0985-60-6080  FAX 0985-60-7040 

 

09809 



■ 手形・小切手の全面電子化における宮崎太陽銀行の取組一覧

①当座預金の新規開設の停止

②2027年4月以降期日の手形・小切手の取立停止

③手形帳・小切手帳発行手数料の改定

④手形帳・小切手帳の新規発行終了

⑤当座預金払戻受付帳（払戻請求書）の新設

今 ⑥手形・小切手の最終振出期限の設定

回 ⑦他行を支払地とする手形・小切手の預金入金受付期限の設定

■ 手形・小切手の全面電子化に向けたスケジュール

３月末 ９月末 ３月末

④手形帳・小切手帳の新規発行終了 ⑥手形・小切手の最終振出期限の設定

９月末 ３月末

⑦他行の手形・小切手の預金入金受付の終了

　【支払地：当行】

　【支払地：他行】

　②支払期日が２０２７年４月以降の手形・小切手の取立受付停止（実施済み）

　【支払地：当行】

　【支払地：他行】

2025年1月6日

2026年4月1日

2025年10月6日

取組事項

2026年9月30日

2026年9月30日

公表時期

2024年7月16日

2024年7月16日

2024年7月16日

2025年3月18日

2025年9月26日

2025年11月27日

2025年11月27日

実施時期

2024年10月1日

2024年10月1日

発行可能

2025年 2026年 2027年

手形・小切手を振り出ししているお客さま

手形・小切手を受け取りになるお客さま

2025年 2026年 2027年

手形・小切手の振出可能 ２０２７年３月３１日までに決済可能なもの 振出不可
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（注）最終振出期限を超過した手形・小切手は決済されなくなります。

（注）受取人が利用する金融機関が、手形・小切手の取立受付・入金受付をすでに終了している場合があります。

振出日が２０２６年９月末まで かつ 支払期日が２０２７年３月末までの手形・小切手

支払期日が２０２７年３月末までの手形・小切手

（注）決済する金融機関が最終振出期限を設定している場合、

振出日が最終振出期限を超過した手形・小切手は決済されない可能性があります。

発行不可


